
【算出方法】
■旅館業法の許可を受けている方

600円×人泊数
■住宅宿泊業法の届出をされた方

300円×人泊数
※人泊数は令和4年1月から令和4年12月までの数値

算出方法で得た金額が、法人15万円以下、個人10万円以下
だった場合は、以下のいずれかの要件に該当するか確認
⑴ 国の事業復活支援金の交付決定を受けた。
⑵ 愛媛県の令和３年度えひめ版応援金（第３弾）又は令和３年

度えひめ版応援金（第４弾）の交付決定を受けた。
⑶ 令和３年10月から令和４年３月まで(以下「対象期間」と
いう。) のいずれかの月の事業収入（売上）が前年又は前々
年の同月 （以下「比較対象月」という。）と比較して30％以上減
少していること、又は対象期間のうち任意の連続する２か月の
月間事業収入（売上）が、比較対象月の月間事業収入（売上
）と比較して、各月が15％以上減少していること。
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伊予市版応援金（市内宿泊施設燃料物価高騰対策分）応援金交付フロー図

応援金額算定方法応援金交付フロー図

・①③④⑥⑦⑨⑩⑫に該当した方・・・算出方法で得た金額
・②⑧に該当した方・・・・・・・・・・・・・・・15万円
・⑤⑪に該当した方・・・・・・・・・・・・・・・10万円

応援金の額


